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入 札 説 明 書 

 

 

 令和７年４月３日付け令和７年度三宅町石見地区施設整備推進事業用地除草工事にかかる

入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書

によるものとします。 

  入札に参加する者は、下記の事項を熟知のうえ、入札しなければなりません。 

 

 

１  競争入札に参加する者に必要な資格 

この入札に参加できる者は、次に掲げる条件をすべて満たした者とします。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者で

ないこと。 

（２）入札書提出の日から開札日までの期間に、奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停

止等措置要領による入札参加停止措置を受けていないこと。 

（３）入札書の提出の日から開札の日までの期間に、奈良県建設工事等請負契約に係る入札

参加停止措置要領による入札参加停止措置を受けていないこと。    

（４）令和６年度奈良県建設工事等入札参加資格業者名簿のうち、「土木施設除草業務」と

して登録している者であること。 

（５）奈良県内に本店又は営業所を有していること。 

（６）過去５年以内に、国（独立行政法人を含む）又は地方公共団体から土木施設除草業務

を受注し、完了した実績を有していること（令和２年４月１日以降に受注し、令和７

年３月３１日までに完了したもの）。 

  

２  入札の手続 

（１） 入札書は入札公告第４に示す期間内に提出してください。ただし、奈良県の休日

を定める条例（平成元年３月奈良県条例第３２号）第１条第１項に規定する県の

休日（以下「県の休日」といいます。）を除きます。 

（２） 入札書の提出について 

ア 入札書は、郵便により提出してください。 

郵便は書留郵便としてください。入札書は積算内訳書とともに封筒に入れ、封

書の表に【開札日】、【工事名】、【工事番号】、【作業場所】、【入札者名】

を記載し、併せて「入札書在中」と朱書きしてください。 

封筒は、代表者の印で封印してください。 

入札書は二重封筒とし、奈良県地域創造部大和平野中央構想・スタートアップ

推進課長あての親展として、入札公告第４に定める期日までに次に示す場所へ到

着するようにしてください。期限までに到達したもののみ有効です。 

＜送付先＞ 〒630-8501 奈良市登大路町３０番地 

奈良県地域創造部 大和平野中央構想・スタートアップ推進課長 

イ 一度提出された入札書を引き換え、変更し、又は取り消すことはできません。 

ウ 入札は、総計金額で行います。落札決定に当たっては、入札書に記載された

金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格と

しますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事
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業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額

を入札書に記載してください。 

 

３ 入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。  

（１） 第２に定める競争入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札 

（２） 競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格確認資料等に虚偽の記載を

した者が行った入札 

（３） 奈良県契約規則(昭和３９年５月奈良県規則第１４号）第７条に該当する入札

又は入札に関する条件に違反した入札 

（４） 開札の日までの間において入札参加停止又は参入制限を受けた者等、開札時点

において第２に定める競争入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入

札 

（５） この工事と同日に開札を予定する以下の工事に入札参加し落札者となった者が

行った入札 

＜以下の工事＞ 

・令和７年度川西町下永地区施設整備推進事業用地除草工事 

（６） 積算内訳書が入札書に同封されていない入札 

（７） 入札書比較価格よりも高い金額での入札 

（８） 同封された積算内訳書が、当該入札書のものであると確認できない入札 

（９） 同封された積算内訳書が、入札者のものと確認できない入札 

（１０） 書留郵便でない入札 

 

４  落札者の決定方法 

（１）予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札候補者とします。

落札となるべき同額の入札があった場合は、「くじ」により決定します。ただし、

「くじ」を辞退することはできません。 

「くじ」を行う場所 奈良県本庁舎５階 第 1会議室 

「くじ」を行う日時 令和７年４月２４日（木）１１時００分（予定） 

なお、再度入札（２回目）の開札で落札者がないときは、再度入札（２回目）で最

低価格を提示した者と随意契約を行う場合があります。 

「くじ」の実施方法については、以下のとおりとします。 

ア 落札となるべき同額の入札をした者（以下「くじ対象者」といいます。）の入札

日（表封筒に印字された郵便局の受付日※１）の早い順に、くじ対象者に対し番号

（以下「抽選番号」）を割り当てます。番号が同数の場合、書留番号※２の下 4桁

の小さいものから順に割り当てるものとします。 

イ くじ対象者が入札書に記載したくじ用の番号（以下「くじ番号」といいます。）

をすべて加算します。なお、くじ番号が未記入等の場合は「０」とみなします。 

ウ くじ番号の合計値をくじ対象者数で除算したときの余りの値に１を加算した数と

抽選番号が一致した者を第１落札候補者とします。 

エ 第２落札候補者を決める必要がある場合は、第１落札候補者を除いたくじ対象者

で同様の手順を繰り返します。第３落札候補者以降についても同様とします。 

※１ 受付日が印字されていない場合は、担当部課等で入札書を受け付けた日とします。 

※２ 書留番号は、書留郵便において日本郵便が配達記録管理に使用している番号とします。 
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＜例＞ 

業者名 入札書の金額 
入札日 

(表封筒に印字された郵便局の受付日※１) 
書留番号の下 4 桁 くじ番号 くじ対象者 抽選番号 

A 社 10,000,000 2025.4.7 1234 001 ○ １ 

B 社 12,000,000 2025.4.21 4567 234 ×  

C 社 10,000,000 2025.4.21 8901 056 ○ ３ 

D 社 10,000,000 2025.4.21 0123 089 ○ ２ 

くじ番号の合計値＝００１＋０５６＋０８９＝１４６ 

くじ対象者数＝３ 

１４６÷３＝４８余り２ ２＋１＝３ 

第１落札候補者は抽選番号「３」の C社となります。 

また、第２落札候補者を決める場合は、 

（００１＋０８９）÷２＝４５余り０ ０＋１＝１ 

第２落札候補者は抽選番号「１」のＡ社となります。 

（２）開札後、落札候補者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格確認資料

を次により提出し、競争入札参加資格があることの確認を受けなければなりません。 

落札候補者となった場合であっても、競争入札参加資格確認調査の結果によっては、

落札者とならない場合があります。この場合、落札候補者の次順位者に対し競争入札

参加資格の確認調査を行い、落札者が決定できるまで順次調査を実施します。 

ア 競争入札参加資格確認申請書の提出 

・提出期間 入札公告第４に記載のとおり 

・提出場所 入札公告第４に記載のとおり 

イ 競争入札参加資格確認資料の提出 

・競争入札参加資格確認申請書に記載した実績に係る契約書の写し 

ウ その他 

・作成及び提出に係る費用は申請者の負担とします。 

・提出された競争入札参加資格確認申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提

出者に無断で使用しません。 

・提出された競争入札参加資格確認申請書等は返却しません。 

・提出された競争入札参加資格確認申請書等の提出期限後における差替え、追加及

び再提出は認めません。 

 

５  契約書作成の要否等 

  要します。落札者は、奈良県契約規則（昭和３９年奈良県規則第１４号）第１７条第１

項の規定に基づき落札決定の日以降に速やかに契約を締結するものとします。 

 

６ 入札及び契約を担当する部課等の名称及び所在地等 

          〒630-8501  奈良市登大路町３０番地 

       奈良県地域創造部 大和平野中央構想・スタートアップ推進課 

            電話 ０７４２－２７－８９４６ 
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 公契約条例に関する遵守事項（特定公契約以外用） 
 
 

 本業務を受注しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受注すること。 
 

１ 奈良県公契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を

自覚し、本業務を適正に履行すること。 
 

２ 本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。 

ア 最低賃金法第４条第１項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対

し、同法第３条に規定する最低賃金額（同法第７条の規定の適用を受ける労

働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。）以上の

賃金（労働基準法第 11 条に規定する賃金をいう。）の支払を行うこと。 

イ 健康保険法第 48条の規定による被保険者（同法第３条第４項に規定する任

意継続被保険者を除く。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

ウ 厚生年金保険法第 27条の規定による被保険者（同条に規定する 70 歳以上

の使用される者を含む。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

エ 雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者について、同法第７条の規定

による届出を行うこと。 

オ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第４条の２第１項の規定による届

出を行うこと。 
 

３ 本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行

に他の者が雇用する労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対

し、この遵守事項を周知し、遵守するよう指導すること。 

 

 

 



 -5- 

競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 

                                                      令和  年  月  日 

 

 奈良県地域創造部長 殿 

 

                              住 所                  

                商号又は名称                  

                代 表 者 名                印 

                                連絡先電話番号                  

                                連絡先ﾌｧｸｽ番号                  

                                連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ                  

 

 入札公告日：令和７年４月３日 

工 事 名：令和７年度三宅町石見地区施設整備推進事業用地除草工事 

（工事番号 ７大和構ス２号） 

 

上記工事に係る競争入札参加資格について、確認されたく、下記のとおり申請します。 

 なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約するととも

に、契約締結後において、確認申請書及び添付資料の記載内容に疑義が生じ、同書類では参

加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請

求を受けても異議を申し立てません。 

                   記 

 

１． 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者で

ないこと。 

 

□ 相違ありません。（※チェックしてください） 

 

２．過去５年以内に、国（独立行政法人を含む）又は地方公共団体から土木施設除草業務を

受注し、完了した実績を有していること（令和２年４月１日以降に受注し、令和７年３

月３１日までに完了したもの）。 

 

３．添付書類 

    上記２に係る契約書の写し 

※契約書の写しに加えて、仕様書等、工事内容が明確にわかる書類も提出していただくことがあります。 

 

 

 

発注者名 工事名及び工事内容 契約期間 

   

   

●落札候補者は、この申請書を記載の上、添付書類とともに令和７年４月２８日（月）までに提出するこ

と。 


